
 

ご活用下さい！ 

●ＮＧＯ事業補助金とは 
－ＮＧＯの事業実施能力や専門性の向上，ネットワーク強化等、ＮＧＯの活動を支援 

－原則として総事業費の２分の１，かつ２００万円を上限として補助金を交付 

 

●対象事業  
－プロジェクト企画調査支援事業 

ＮＧＯ自らが実施主体となる開発協力事業の案件発掘・形成を目的として，現地で行う企画・

調査です。 

－プロジェクト評価支援事業 

ＮＧＯ自らが実施した開発協力事業に関し現地で行う評価活動です。 

－組織運営・活動能力向上支援事業 

ＮＧＯの専門知識・技能の向上を目的として、広くＮＧＯ関係者に対して実施する研修会，講習

会や，国際協力ＮＧＯネットワークの構築に資する活動，小規模国際協力ＮＧＯ育成のための研

修，ファンドレイジングのための広報イベント等です。 

 

※計画している事業が対象となるか迷う場合は，お気軽に下記までご連絡下さい。 

 

●補助金交付額 
 １件あたりの交付額は、総事業費の２分の１以下、かつ５０万円以上２００万円以下です。 

 また、ＮＧＯが申請した事業に対して補助金額を決定し、事業完了後、精算払いで交付します。 

 

●応募締切 
 本年度は平成２３年１月３１日（月）締め切りです。 
 

申請から事業終了までの流れ  

 

事業の募集 

▼ 

申請案件の選定審査 

▼ 

採用事業の決定・交付決定通知 

▼ 

事業の終了・完了報告書の提出 

▼ 

補助金の交付（精算払い） 

 

申請および問い合わせ先 

外務省国際協力局民間援助連携室 

住所：〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 

TEL：03-3580-3311 内線 5883 

FAX：03-5501-8360 



 


